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履行義務の公正価値測定
―討議資料「顧客との契約における収益認識についての予備的見解」公表を受けて―

海老原　　　諭

1．はじめに
　アメリカ財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board；以下，「FASB」という）

は，これまで多くの会計基準のなかで，公正価値が，情報利用者の経済的意思決定に有用な情

報を提供するという財務報告の基本目的に資すると述べてきた
（1）

。かつて，公正価値による測定

対象といえば，ほとんどが金融商品であった。しかし，近年では，金融商品以外の資産および

負債にも，公正価値による測定を要請する会計基準が公表されるようになっている。2006年に

公表された財務会計基準ステートメント第 157号「公正価値測定」（以下，「SFAS 157」という）

に示された指針は，公正価値による測定が規定または容認されている他の会計基準の対象であ

れば，原則として，どのような性質をもつ資産または負債に対しても適用されることになって

いる
（2）

。

　翻って，現在，FASBでは，2002年から収益認識に係るプロジェクト（以下，「収益認識プロ

ジェクト」という）をすすめている。このプロジェクトの目的は，資産または負債の変動に焦

点をあてた収益認識モデルを提言することにある。これまで収益の認識は，（1）稼得および（2）

実現または実現可能の 2つの要件を考慮して行われてきた
（3）

。今日，アメリカでは収益の認識を

めぐって問題が発生し続けているというが，その一因は，稼得の要件が「概念フレームワーク

の土台となる構成要素
（4）

」である資産および負債とかかわらせて定義されていないためであると

いう
（5）

。このために，収益認識プロジェクトでは，稼得の要件を見直して，（1）顧客との契約か

ら生じる権利および義務を測定し，（2）それらの測定値を利用して契約に起因する資産または

負債を認識し，（3）それらの変動額を収益として認識するという新しい収益認識モデルが検討

されている。

　収益の認識を左右する資産または負債の測定は，収益認識プロジェクトの立ち上げ当初，公

正価値によって行うことが予定されていた
（6）

。しかし，2008年 12月に公表された討議資料「顧

客との契約における収益認識についての予備的見解」（以下，「討議資料」という）では，公正

価値による測定は却下され，これとは異なる測定方法が提案されている。公正価値測定の対象

が金融資産以外にも拡張され，また，SFAS 157において公正価値の測定対象が限定されていな

いことも踏まえれば，契約に起因する資産または負債の測定が公正価値によって行われないの

はいささか不自然であるようにも思われる。そこで小稿では，収益認識プロジェクトにおいて，

契約に起因する資産または負債の測定を公正価値で行うという当初の計画が却下された理由に
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ついて検討する。

2．討議資料における収益認識モデルの概要
　はじめに，討議資料において提案されている収益認識モデルの概要について整理する。

　まず，討議資料が対象とする収益の範囲であるが，これは顧客との契約から生じるものに限

られている
（7）

。例えば，現在のアメリカでは，決算日に棚卸資産，売却可能有価証券などを再評

価した際に生じる評価差額を収益または利得として認識しているが，このような収益または利

得は，顧客との契約に起因するものではないので，討議資料の検討対象とはならない
（8）

。

　討議資料において顧客との契約に焦点があてられている理由は，次の 2つである。第 1に，

「財やサービスを提供する契約は，重要な経済現象であり，大部分の企業に不可欠である
（9）

」ため

である。「財又はサービスを提供する企業はいずれも，明示的又は非明示的に顧客と契約を締

結
（10）

」しているという。第 2に，「米国会計基準及び IFRS［国際財務報告基準―引用者］にお

ける大部分の収益認識基準は顧客との契約に焦点を当てている
（11）

」ことである。すなわち，顧客

との契約に焦点をあてることによって，企業の収益獲得活動の大部分を網羅できるだけでなく，

現行の会計実務を大きく変更するような収益認識モデルを提案してしまうことにならずに済む

という。

　討議資料は，顧客との契約を「強制可能な義務を生じさせる複数の当事者間における合意
（12）

」

として定義している。この定義は，「米国において一般的に用いられている契約の定義
（13）

」と整合

するものであり，広く人々の間に合意が形成されているという。この定義において重要なのは，

契約が（1）当事者に強制可能な義務を生じさせるものであることと，（2）その義務を履行する

ことが合意されていることの 2点にある
（14）

。

　顧客と契約を締結した企業には，財またはサービスを提供する義務（以下，「履行義務」とい

う）と，その見返りとして対価を受け取る権利（以下，「代金請求権」という）が発生する。討

議資料の収益認識モデルでは，これらがいずれも測定できるものとしたうえで，代金請求権の

測定値が履行義務の測定値を上回った場合は，その差額を契約資産として認識し，逆に履行義

務の測定値が代金請求権の測定値を上回った場合には，その差額を契約負債として認識するこ

とにした
（15）

。すなわち，権利と義務が相殺された正味のポジションが契約資産または契約負債と

なるのである
（16）

。

　収益は，この正味のポジションの変動分として認識される。正味のポジションはさまざまな

要因で変動するが，討議資料では，議論を簡潔にするために，履行義務の充足および対価の受

領以外の要因は無視することとされている
（17）

。まず，企業が履行義務を充足すると，履行義務の

測定値は減少する。このとき，代金請求権の測定値が変わらないとすれば，正味のポジション

は増加することになる（契約資産が増加または契約負債が減少する）。これに対して，顧客から

対価を受領したときは，代金請求権の測定値が減少する。このとき，履行義務の測定値が変わ

らないとすれば，正味のポジションは減少することになる（契約資産が減少または契約負債が
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増加する）。

　このように，正味のポジションの変動には増加と減少と 2つのケースがあるが，収益が認識

されるのは，このうち正味のポジションが増加した場合に限られる
（18）

。なぜならば，討議資料で

は，収益を資産の増加または負債の減少分として次のように定義した概念フレームワークの考

え方が採用されているためである
（19）

。

「収益とは，財貨の引渡もしくは生産，用役の提供，または実体の進行中の主要なまたは中

心的な営業活動を構成するその他の活動による，実体の資産の流入その他の増加もしくは

負債の弁済（または両者の組み合わせ）である。」（下線部引用者）

図表 1　討議資料の収益認識モデル（義務履行が先行する場合）

純額表示 参考：総額表示

契約締結時 ―
（代金請求権）XXX

（履 行 義 務）XXX

義務履行時
（契 約 資 産）XXX

（収　　　 益）XXX
（履 行 義 務）XXX

（収　　　 益）XXX

代金受領時
（現　　　 金）XXX

（契 約 資 産）XXX
（現　　　 金）XXX

（代金請求権）XXX

図表 2　討議資料の収益認識モデル（代金受領が先行する場合）

純額表示 参考：総額表示

契約締結時 ―
（代金請求権）XXX

（履 行 義 務）XXX

代金受領時
（現　　　 金）XXX

（契 約 負 債）XXX
（現　　　 金）XXX

（代金請求権）XXX

義務履行時
（契 約 負 債）XXX

（収　　　 益）XXX
（履 行 義 務）XXX

（収　　　 益）XXX

　図表 1および図表 2は，討議資料の収益認識モデルにしたがって，顧客と契約が締結されて

から，義務の履行，代金の受領にいたるまでの一連の仕訳を示したものである。左側の列は，

代金請求権と履行義務の測定値を相殺した正味のポジションのみを契約資産または契約負債と

して認識する討議資料の方法であり，右側の列は，参考として両者を相殺せずに仕訳したもの

である。

　企業には，顧客と契約を締結すると履行義務と代金請求権が同時に生じる。両者の測定額が

同じだとすれば，契約締結時には正味のポジションが生じないので，契約資産も契約負債も認

識されないことになる。企業が契約資産と契約負債のどちらを認識するかは，履行義務の充足

と代金の受領のどちらが先に行われるかによって決まる。前者が先であれば契約資産，逆であ
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れば契約負債である。しかし，総額表示による仕訳を見れば明らかなように，いずれの場合で

あっても，収益が認識されるのは，企業が履行義務を充足したときにかぎられる。

　従来，収益は，（1）稼得および（2）実現または実現可能という 2つの要件を考慮して認識さ

れてきた。このうち，討議資料において問題とされているのは稼得の要件である。概念フレー

ムワークでは，稼得について次のように説明されている
（20）

。

「収益は，稼得されてはじめて認識される。企業の収益稼得活動は，当該企業の目下着手中

の主たるもしくは中心的な営業活動を構成する財貨の引渡しもしくは生産，用役の提供ま

たはその他の諸活動を伴い，企業が収益によって表現される便益を受け取るにふさわしい

義務を，事実上，果たしたときに，収益は稼得されたとみなされる。」（引用元に付されて

いる注記は省略する。下線部引用者）

　すなわち，収益は，企業が収益によって表現される便益を受け取るにふさわしい義務を，事

実上，果たしたときに稼得されることになっている。討議資料によれば，現在，アメリカで収

益認識をめぐる問題が起こっているのは，この義務が何をもって果たされるのかという問題に

ついて，多様な解釈が存在するためであるという
（21）

。例えば，ケーブルテレビ会社と電話会社は，

いずれも顧客を自社の通信網に接続した後に，自社のサービスを利用させるという経済的に類

似した営業形態をとっている。ところが，現行制度上，ケーブルテレビ会社は通信網への接続

とサービスの利用を別々に収益として認識できるにもかかわらず，電話会社の場合は両者を

別々に収益として認識することができないことになっている
（22）

。現在，アメリカでは，稼得に対

する解釈の違いによって，このように企業間および産業間で財務報告の比較可能性が損なわれ

ているという
（23）

。

　討議資料において，契約から生じる権利および義務，ひいては両者の差額である契約資産ま

たは契約負債に焦点があてられているのは，「稼得過程が何であり，それがいつ完了するのかに

関する現在の合意よりも，資産が増加したか又は負債が減少したかに関する合意の方が得られ

やすいだろう
（24）

」と考えたためであるという。すなわち，FASBは，収益の認識にあたって稼得

の要件自体を問題としているわけではなく，その解釈の幅を狭めるために，資産または負債に

焦点をあてているのである。このために，討議資料では，履行義務を「資産（財又はサービス

のような）を顧客に移転するという契約における顧客との約束
（25）

」であると定義している。この

定義は，概念フレームワークにおいて，稼得が「財貨の引渡しもしくは生産，用役の提供また

はその他の諸活動」とかかわらせて説明されていることとも整合している。討議資料の収益認

識モデルにおいて，従来の収益認識モデルと同様，契約上の義務が履行された時点で収益が認

識されるのは，このためである。
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3．討議資料における履行義務の測定
　それでは，討議資料の収益認識モデルは，従来の収益認識モデルとどのような点で異なって

いるのだろうか。それは，新たに履行義務を測定する必要がある点である。もちろん，契約資

産または契約負債は，代金請求権と履行義務の測定値の差額であるので，履行義務だけではな

く，代金請求権の方も測定しなければならないのであるが，代金請求権については，討議資料

において「権利の測定には約束した対価（すなわち，取引価格）の金額を基礎とすることとな

るだろう
（26）

」とされていることを踏まえて，小稿でも取引価格をそのまま代金請求権の測定額と

みなすことにする。

　討議資料によれば，履行義務の測定は，次の 2つの点について情報利用者の経済的意思決定

に有用な情報を描写するために行われるという
（27）

。

（1）　 顧客に対して財やサービスを移転するという約束から生じる，各財務諸表日における

企業の義務

（2）　報告期間における契約の業績

　すでに仕訳で示しているように，一会計期間において顧客との契約に起因して生じた履行義

務のうち，すでに顧客に提供された部分は収益として認識され，いまだ提供されていない部分

は，代金請求権の測定値と相殺された後，契約資産または契約負債として認識される（図表 3）。

すなわち，履行義務がどのように測定されるかによって，企業の財政状態，経営成績の両面に

影響が及ぶのである。

図表 3　義務の履行と収益の認識

　討議資料では，履行義務の測定方法として，SFAS 157における公正価値と同義と考えられる

現在出口価格（current exit p
　　（28）

rice）を用いる方法と，契約締結時に成立した当初取引価格（original 

transaction price）を用いる方法の 2案がともに説明されたうえで，最終的に前者の方法が却下

されている
（29）

。

　第 1の方法は，現在出口価格を用いて履行義務を直接測定する方法である。現在出口価格と

は，「財務諸表日において独立した第三者に対して履行義務を移転するとした場合に企業が支払

を求められる金額
（30）

」として定義される。この定義は，「測定日において市場参加者間の通常の取
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引において…（中略）…負債を移転するときに支払う価格
（31）

」という SFAS 157の定義と整合し

ている。

　現在出口価格の定義のなかには，履行義務を移転する場合とあるが，「大抵の場合，企業は履

行義務を移転しないことを選択するか，あるいは移転できない
（32）

」という。確かに，自ら顧客に

財またはサービスを提供することを約束しておきながら，それをすべて他社に丸投げしてしま

うというのは，まったくないとはいえないが，通常のケースとは考えがたい。したがって，履

行義務を移転するという考え方は，履行義務を実際に移転することではなく，「履行義務の（市

場の認識に基づいた）明確な測定の方針を提供するために用いられる
（33）

」にすぎない。

　SFAS 157がどのような性質をもつ資産または負債に対しても適用しうるとされている以上，

契約資産または契約負債の測定にも当然に SFAS 157が利用されるはずである。しかし，討議

資料では，収益認識のパターン，複雑性および誤謬のリスクという 3つの理由から，現在出口

価格アプローチは却下されている。

　第 1の理由は，収益認識のパターンである。従来，収益は，顧客に対して提供することを約

束した財またはサービスの提供が終わったときに認識されていた。これに対して，討議資料の

収益認識モデルでは，大抵の場合，顧客と契約を締結したときから取引金額の一部が収益とし

て認識されることになる。その理由は，取引金額のなかに，顧客に提供される財またはサービ

スとは直接関係しないコストが含まれているためである
（34）

。

　その具体例として，討議資料は，契約獲得に関連するコストおよびマージンを回収するため

の金額をあげている
（35）

。例えば，顧客との契約締結に先立って企業自身のイメージを向上させる

ために負担した広告宣伝費は，契約獲得に関連するコストではあるが，顧客に提供される財ま

たはサービスと直接関係している，少なくとも顧客に提供される個々の財またはサービスに対

して賦課する金額を決定できるほど強い関係をもっているとはいいがたい。この場合，契約締

結時における履行義務の測定値は，代金請求権の測定値（取引金額）よりも小さくなる。正味

のポジションは，契約締結によりゼロからプラスになるので，両者の差額分だけ収益が認識さ

れる。

　このように，正味のポジションのみに注目すると，履行義務を充足しなくても，契約を締結

しただけで収益が認識される場合がある。しかし，討議資料では，資産および負債に焦点をあ

てた収益認識モデルを打ち出そうとしているにもかかわらず，このようなアプローチには「違

和感を覚えている
（36）

」という。

　第 2の理由は，複雑性である。上述のように，通常，履行義務を移転することはないので，

履行義務を移転する取引を観察することは滅多にできない
（37）

。SFAS 157によれば，参照できる市

場がない場合には，市場参加者が価格決定に用いるインプットを利用して公正価値を見積もる

ことが必要になるが，その見積もりは複雑であり，仮にできたとしてもその金額を検証するこ

とは困難であるという
（38）

。このために，討議資料では，現在出口価格の使用によって財務諸表の

意思決定有用性がどれだけ向上するとしても，一般的にそのコストを正当化できるほどではな
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いと結論づけている
（39）

。

　第 3の理由は，誤謬のリスクである。討議資料の収益認識モデルでは，契約締結時にその契

約から生じるすべての履行義務を識別し，それぞれ測定しなければならない。契約締結時に履

行義務を識別できなかった場合，本来，履行義務の測定値とされるべき金額が履行義務の測定

値に含まれないために，履行義務の測定値は過小になり，正味のポジション，ひいては認識さ

れる収益が過大になってしまう。同様に，識別した履行義務を過小または過大に評価した場合

には，契約締結時に認識される収益が過大または過小になってしまう
（40）

。

　このように，契約締結時に認識される収益のなかには，履行義務と直接関係しないコストに

起因する部分もあれば，履行義務の識別または測定の誤謬に起因する部分もある。FASBは，

契約締結時に認識される収益がどちらに起因するものであるのかについて，企業が立証するの

は困難な場合があることから，履行義務を現在出口価格で測定するアプローチに対して懸念を

抱いているという
（41）

。

　結局，討議資料は，このような問題のある現在出口価格アプローチを却下して，履行義務を

「約束された財やサービスと引換えに顧客が約束した対価によって測定する
（42）

」当初取引価格アプ

ローチを採用した。

　この方法によれば，取引金額がそのまま履行義務の測定値となるために，取引価格のなかに

履行義務に関係しないコストの存在が考えられるとしても，企業がすべての履行義務を識別で

きなかったとしても，契約締結時に収益が認識されることはない。また，履行義務の公正価値

を見積もるために，企業に対して必要以上の負担を与えることもなくなる
（43）

。取引金額のなかに

は顧客に対して提供される財またはサービスと直接関連しないコストが含まれるとの仮定が正

しいとすれば，当初取引価格アプローチは履行義務を本来の金額よりも過大に表示してしまう

ことになるが，当初取引価格アプローチの支持者達は，この欠点について「現在出口価格アプ

ローチの欠点よりもまし
（44）

」と考えるという。

4．履行義務の公正価値測定が却下された原因の再検討
　討議資料では，現在出口価格アプローチを却下した理由として，収益認識のパターン，複雑

性および誤謬のリスクの 3つをあげている。しかし，これらの問題は，履行義務を現在出口価

格によって測定しなければすべて解消されるかというと，必ずしもそうではないように思われ

る。

　まず，討議資料の収益認識モデルのポイントは，そもそも契約に起因する資産または負債に

焦点をあてて収益を認識するところにあったはずである。その意味では，資産または負債の変

動がどのような原因で起こった場合であっても収益を認識すべきであったようにも思われるが，

討議資料では，契約締結時に収益が認識されることに違和感を覚えるとして，現在出口価格ア

プローチを却下するひとつの理由としている。

　それでは，討議資料の収益認識モデルにおける収益認識のタイミングが，従来の収益認識モ
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デルにおけるそれと常に一致するかというと，必ずしもそうではない。討議資料の収益認識モ

デルでは，履行義務が契約自体ではなく，顧客に提供される個々の財またはサービスとかかわ

らせて定義されている。このために，契約が複数の履行義務から構成される場合，従来の収益

認識モデルではすべての履行義務が充足されたときにしか収益が認識されなかったのに対して，

討議資料の収益認識モデルでは個々の履行義務が充足されるたびに，逐次，取引価格の一部が

収益が認識されることになり
（45）

，2つのモデルの間で収益の認識されるタイミングに違いが生じ

る。討議資料では，このタイミングの違いについて違和感を覚えるとは述べられていない。違

和感の理由が収益認識のタイミングが変わることにあるならば，ここで違和感を覚えていても

おかしくないはずである。

　もし，当初取引価格アプローチにおいて，履行義務を充足するという企業の活動が行われた

ときにしか収益が認識されないようにすることで，この違和感が解消されているのであれば，

そのようなモデルは，もはや資産および負債ではなく，従来通り，企業の収益稼得活動に焦点

をあてたものといえるだろう。結局，当初取引価格アプローチによる収益認識モデルは，「顧客

対価によって測定されることになる資産の流入（inflow）のうちの，どこまでを各期の収益と

して認識していいのかを履行義務の充足（つまり財もしくはサービスの提供）に照らして判断

しているだけ
（46）

」にすぎない。

　次に，討議資料では，履行義務の現在出口価格の測定が複雑であり，また，そのために誤謬

が生じるリスクがあることも，このアプローチを却下した理由としてあげられている。大抵の

場合，企業は，履行義務は移転しないことを選択するか，または移転できない。そのために，

企業が履行義務の現在出口価格として利用できる取引価格を直接入手することも不可能である。

しかし，公正価値測定は，直接価格を参照できる市場が存在しないという理由だけで不可能に

なるわけではない。

　SFAS 157では，このような市場が存在しない場合，市場参加者が価格を決定するために利用

するであろうインプット
（47）

を用いて，公正価値を見積もることが認められている。また，市場参

加者が利用するであろうインプットを容易に入手できない場合には，企業自身が有する情報お

よび仮定（企業のインプット。entity input）に基づいて公正価値を見積もることも禁じられて

いるわけではない。SFAS 157は，諸概念ステートメント第 7号「会計測定におけるキャッシ

ュ・フロー情報および現在価値の活用」（以下，「SFAC 7」という）において，「市場参加者で

あれば異なる仮定を用いるであろうということを示す反証がない限り
（48）

」，「実体の予測に基づい

て情報および仮定を用いることを妨げるものではない
（49）

」とされていることを根拠として，レベ

ル 3のインプットとして企業のインプットの利用を認めている
（50）

。

　このために，履行義務の公正価値を見積もる方法として，履行義務自体を直接測定するので

はなく，その構成要素を識別し，それぞれの評価額を積み上げるという方法も考えられなくは

ない。幸いなことに，討議資料では，履行義務を構成する主要な要素が識別されている。それ

は，予想コスト，貨幣の時間価値およびマージンの 3つである
（51）

。予想コストとは，財またはサ
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ービスを提供するために発生することが予想されるコストのことであり，マージンとは，顧客

との契約によることによるリターンのことである（討議資料では，議論を簡潔にするために，

貨幣の時間価値の影響は無視されており，小稿でもこれを踏襲する
（52）

）。

　しかし，これらの評価額を積み上げる方法では，履行価値の公正価値を測定することはでき

ないだろう。それは，本来，測定対象とはなり得ないマージンの評価が必要になるためである。

予想コストに関しては，顧客に提供される財で考えれば，棚卸資産の評価と変わるところはな

いので，比較的評価も容易であると考えられる。これに対して，マージンは，本来，売上高と

これを得るために費やしたコストとの差額として二次的に計算されるものであり，単独で評価

される性格のものではないように思われる。もし，契約とは無関係にマージンの額を決められ

るのであれば，履行義務の測定値は，予想コストにマージンを加えた金額になるが，通常，こ

のような金額を一方的に顧客に取引を強制することできないだろう。仮にそのようなことがで

きたとしても，その価格は，取引が強制されていない独立第三者間で成立する価格
（53）

として公正

価値を説明している SFAS 157の考え方と整合しない。

　また，ひとつの契約が複数の履行義務から構成されている場合は，企業に個々の契約に含ま

れるマージンの評価を委ねることによって，収益認識のタイミングが意図的に操作されてしま

うおそれもある。契約全体から生じるマージンは，取引価格と総コストとの差額で把握すれば

よいとも考えられるが，その金額を個々の履行義務に割り当てるための情報を企業外部の第三

者が知ることは難しいだろう。

　当初取引価格アプローチでは，このような場合，財またはサービスの現在出口価格，予想コ

スト，販売価格などを基礎として取引価格を配分することとしており
（54）

，配分に企業の恣意性が

入る余地は少なくなっている。当初取引価格アプローチでは，企業のインプットが利用される

場面が制限されるので，現在出口価格アプローチよりも客観性の高い測定値を得ることができ

るだろう。しかし，そのために資産または負債自体の公正価値を直接測定することが放棄され

てしまった。このような討議資料の収益認識モデルは，本当に資産および負債に焦点をあてた

ものといえるのだろうか。

5．おわりに
　マージンを含む履行義務の公正価値測定が却下されたことは，収益認識プロジェクトのみな

らず，公正価値測定を規定した SFAS 157自体にも影響を及ぼすものと思われる。

　SFAS 157では，公正価値を見積もるための前提として，市場参加者がその資産を売却目的

（in-exchange）で保有するか，または使用目的（in-use）で保有するかを考慮することが要請さ

れている
（55）

。前者の場合，資産の公正価値はその資産が単独で売却されたときの価格として見積

もればよいが，後者の場合は，その資産が他の資産とともに資産グループとして利用されるこ

とを前提として公正価値を見積もらなければならないという
（56）

。これは，使用目的で保有される

資産は，その使用によって単独で売却するよりも多くのキャッシュ・フローを得られるので，
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企業は，最低でも使用によって得られるキャッシュ・フローと同等の価格でなければ売却しな

いだろうという考えが背景にある
（57）

。したがって，使用の前提にたった場合，企業が資産を使用

した結果として将来獲得するキャッシュ・フローの金額を基礎として公正価値が見積もられる

ことになる。この将来のキャッシュ・フローは，通常，財またはサービスを顧客に提供するこ

とによって得られるものと考えられるから，その金額には企業が付加したマージンの金額が含

まれているはずである。

　公正価値測定において，企業のインプットをどの範囲まで利用することができるかどうかは，

それが企業固有の価値（entity-specific-value）または使用価値（value-in-use）にならないことが

ひとつの基準になるだろう
（58）

。しかし，SFAS 157が公表されて 3年が経つ現在でも，使用を前提

とした公正価値とこれらの価値との違いが，利用者の間で完全に理解されているわけではない。

2009年 5月に国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board；以下，「IASB」と

いう）が公表した公開草案「公正価値測定」は，SFAS 157をたたき台として作成され，使用の

前提を考慮することがそのまま採用されているので，この点について利用者の間で理解がすす

んでいればこの点に疑問が生じることはないはずである。ところが，公開草案に先立って公表

された「ディスカッション・ペーパーに対する多くのコメント提供者が，使用の評価前提と公

正価値の定義に包含されている交換概念の間の矛盾を認識していた
（59）

」という。

　また，収益認識プロジェクトと併行してすすめられている概念フレームワークプロジェクト

では，測定のフェーズにおいて公正価値を測定基礎（measurement basis）には含めなかった。

これは，公正価値という用語に対して共通の理解が得られておらず，しばしば伝達の誤り

（miscommunication）および誤解を引き起こしているためであるという
（60）

。

　このように，SFAS 157における公正価値のための指針は絶対のものではなく，依然として，

改善の余地があるものといえるだろう。公正価値と使用価値の概念整理をめぐる問題について

FASBも IASBもこれを重要な問題として取り扱っていないようであるが，これまで使用の前提

に基づく公正価値という説明で曖昧にしてきたマージンの測定の問題が討議資料によって表面

化した以上，公正価値の概念を改めて精緻化する試みがなされてもいいのではないだろうか。
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格を公正価値としている（Financial Accounting Standards Board, op. cit., supra note (1), par. 10d）。
（54）Financial Accounting Standards Board, op. cit., supra note (4), par. 5.45.

（55）Financial Accounting Standards Board, op. cit., supra note (1), par. 13.

（56）Ibid.

（57）International Accounting Standards Board, Basis for Conclusions Exposure Draft Fair Value 

Measurement, IASB, 2009, par. BC60参照 .
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